
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
七
上

一
禁
錮

拘
禁
刑

〃

下
二
一
〜
二
二
第
七
条
第
三
項
若

し
く
は
第
六
項

第
七
条
第
四
項
若

し
く
は
第
七
項

令和年月日 金曜日 第号官 報

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001186/m

q
67/

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

虎
ノ
門
ワ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001284/9h

k
3/

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

虎
ノ
門
フ
ォ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0050/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

滝
澤

弘
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0060/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｕ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
確
定

給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
令
和
七
年
五
月
九
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

大
阪
府
大
阪
市
天
王
寺
区
清
水
谷
町
四
番
一
二
号

株
式
会
社
木
内
計
測

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

岡
村

祐
二

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
十
五
日
（
号
外
第
一
〇
七
号
）
掲
載
の

決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「第

１
期
決
算
公
告

」
と
あ
る
は

「第
３
期
決
算
公
告

」、「（う
ち
当
期
純
損
失

）」と
あ
る
は

「（う
ち
当
期
純
利
益

）」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
〇
番
一
号

Ｐ
Ｊ
Ｔ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

カ
ラ
ン
・
ダ
ノ
・
カ
ー
テ
ィ
ス
・
レ
ズ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
四
月
三
十
日
（
号
外
第
九
十
六
号
）
内
閣
府

告
示
第
九
十
二
号
（
災
害
対
応
車
両
等
登
録
規
程
）

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
八
千
六
百
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp

令
和
七
年
五
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

黒
岩
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
５
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
（
号
外
第
一
一
二
号
）
掲
載

の
第
三
十
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、（
う
ち
当
期
純
利

益
）「（8

6
8
,2
6
7

）」と
あ
る
は
「（8

6
,8
2
7

）」の
誤
り
に
つ
き

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

大
阪
府
摂
津
市
東
別
府
四

九

九

株
式
会
社
ダ
イ
キ
ン
サ
ン
ラ
イ
ズ
摂
津

代
表
取
締
役

澁
谷

栄
作


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